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吉田地区まちづくり協議会

住民活動に支援を行っています

吉田地区まちづくり協議会では、住民の皆様が協力して行う色々な活動に資金面の支援を

行っています。

予算に余裕がありますので、下記の事業の実施期間を延長して支援の申請を受け付けます。

○吉田地区まちづくり活動支援事業

住民が行う清掃活動，道路草刈り等のまちづくり活動を支援します。

支援対象 ・参加住民５名以上で１時間以上の活動を行う場合に、活動に必要な消耗品

参加者の飲物代

○消火ホース格納箱修理支援事業

地区管理の消火ホース格納箱の交換・修理の費用を支援します。

支援対象 ・１ヶ所20,000円以内

・格納箱の購入費用，交換・修理作業の消耗品・飲物代

これ以外でも、支援の対象にさせていただく場合がありますので、事前にまちづくり事務局に

ご相談ください。

支援申請受付期間 両事業とも 令和3年３月４日(木) までです。

※支援の申請を希望される方はできるだけは早めに連絡ください。

申請のやり方や助成対象となる活動内容等詳しいことは、遠慮なしに下記のまちづくり協議会

事務局にお尋ねください。

第１２号



第12号

吉田地区の皆様のご意見・ご要望・ご提案募集しています！

事務所・地区役員にお寄せください

今年度 こんな活動を行っています

〇吉田地区まちづくり活動支援事業

住民が行う地域の活性化・環境維持・福祉につながる

活動で使用する消耗品・参加者の飲物代を支援し、

より多くの住民参加と活動の継続に努めます。

大之平 市道草刈り
〇休耕地対策事業

耕作放棄による休耕地周辺の環境悪化を防ぐため、

休耕地の草刈りや花苗の植付け・種まきを行う活動に

必要な資金を支援します。

休耕地コスモス畑

(２０１９年)

〇消火ホース格納箱修理支援事業

老朽化した屋外消火栓用ホース格納箱の交換・修理の

費用を支援します。

〇地区掲示板整備支援事業

全地区に掲示板を無償で提供します。

〇団体資料作成支援事業

地区内の各種団体の運営に必要な資料作成に吉田文化会館のプリンターを使用してもらい、

その印刷代を支援します。

〇道路花壇の維持による環境美化活動

地区内道路に設置されている花壇に花苗を植えて、

１年を通じて花を咲かせる活動に必要な資金を

支援し地域の環境美化に寄与します。

吉田仁吾地区掲示板

消防署北出張所前花壇
尾坂バス停花壇


